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先進国における家族介護者支援の現状分析に基づく途上国への
適用および日本導入におけるモデル提言

−ドイツ、英国、日本およびチリの文献レビュー・疫学調査
分析および学際的考察に基づく各国の今後の支援のあり方

平成21年度国際共同研究

このたびは貴重な助成をいただきまして、有り難うございました。
私たちは多国籍なチームで、テーマにあるように、主にドイツの社会補償の学者や法学

者、それから「これから介護保険を取り入れよう」というチリの留学生を抱えていたりし
たので、そういう人的資源を使って日本の介護者支援のあり方をもう一度考えてみようと
いう、ちょっと壮大な、少し欲張ったテーマでした。助成をいただいて、研究所に来てい
ただいたり、こちらから行ってディスカッションをしたり、また実証研究などもしました。
何か一つの結論が出たわけではないのですが、その経過をご報告させていただきます。

【ポスター -1】
ポスターに書いてありますよう

に、これから介護をどうするか、財
政的な問題も日本の重要課題であり
ます。それは日本だけではなくて世
界中がこれから直面する課題です。
その場合特に開発途上国では、やは
り高齢者のケアの担い手が（日本で
もまだもちろんそうですけれども）
家族介護者ということが切っても切
れない関係になります。そこでどう
支援するかということを、今申し上
げたように色々なレビュー、ディス
カッション、分析で見てきました。

【ポスター -2】
まず最初にこれは、OECD諸国を

中心にして介護者支援がどのように
あるかというのを、色々な文献から
レビューをしてみたものです。

日本以外、どの国も何らかの手だ
てがきちんと法的にあります。日本
は、ご存知のように、介護保険導入
の際に介護者支援を現金給付するか
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どうか…介護者直接支援ではありませんけれども、本人を通じて家族介護者に現金給付を
するかどうかという議論が一度は出ましたが、いろいろ経緯があり、それは流れて、まず
は現物給付でということでいったのですが、そのまま議論されていません。しかし、他の
国は何らかの色々な方法があるということです。

【ポスター -3】
ここでドイツ、イギリス、日本を

特に抜き出してみたのですが、日本
は介護者支援の理念は明らかではな
くて、直接支援は明記なし。今申し
上げた通りです。それに比してドイ
ツ、イギリスは色々あります。特に
今回力を入れて調べたのがドイツ
だったのですけれども、現金給付が
もちろんありますし、いろいろな
サービスがある。そして社会補償の
給付というのがありまして、介護に
従事している間は働いたことにし
て、年金の補償を受けることが出来る。それから労働災害補償です。この辺がさすがドイ
ツで、たぶん他の国には無い。ドイツというのはあらゆる労働…例えば学校へ行っている
場合、学生は勉強が労働だということで、そこの補償もちゃんとしているのですけれども、
同様に介護者に対しても手厚い補償をしている。その辺も着目して見ていっております。

【ポスター -4】
では、日本の介護者に対しての状況はどうかということになりますが、地域レベルの介

護負担の研究などはありますけれども、なかなかそういう国のレベルの大きなデータが無
いのです。日本の状況を明らかにすることも目的としておりました。ちょうどこの時期ラ
ンセットの日本特集で介護保険の特集を組んでいまして、私もそれに関わらせていただ
きました。そのレビューと分析の部
分を一部ファイザーヘルスリサーチ
振興財団の助けもいただいて、皆で
チームでやったところがあり、成果
として、謝辞にも載せさせていただ
いています。介護保険が始まる前の
措置の時代と、それから介護保険に
なってからどんな変化があったのか
というのを、国民生活基礎調査でみ
たのですけれども、本人に関しては
残念ながら、このデータでは、ADL
がよくなったとか、主観的健康観が
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セッション 1  / ポスターセッション

よくなったということはありませんでした。
介護者についても、主観的なものの変化というのは無かったのですが、介護する時間は

明らかに減っているということがありました。これは介護保険の恩恵だと思います。ただ、
その空いた時間にどうしているかということで、就労にいたることができたかどうか、他
に何か充実した時間に使えているか。そうすると高所得者だけはそちらに至っているので
すが、低所得者はそういうことにつながっていない。まだまだ色々考察が必要ですが、介
護保険で、高所得者の家族介護者には、サービスを利用することで時間が出来て、就労も
できたということもあったようなのですが、いま一つその辺が低所得者には至っていない
であろうということが、少しわかりました。

【ポスター -5】
それからドイツのレビューですけれども、共同研究者のウタマイヤー先生（東ドイツの

社会補償の学者です）とすごく濃密なディスカッションをすることができました。彼女に、
ドイツの典型的な介護をしている女性がどのような年金を給付できるかという、結構大変
な課題をお願いして、モデルケースで、非常にキャリアのある女性それからパートタイム
しかしていない女性がそれぞれどのように介護期間に対して補償が受けられるかを調べて
みたものです。

そうしますと、皆介護補償が受け
られていますけれども、ずっとフル
タイムで働いていた女性に比べれば
パートではこれだけマイナスだと、
彼女は言っている。でも日本はその
レベルではなく、フルタイムで働い
ている人との比較どころか、もとも
と何の補償もないということです。
専業主婦の場合は別ですけれども、
その辺をもっと考えなければいけな
いということです。

【ポスター -6】
それから、介護に関する労災につ

いては労災事務所を訪ねて、具体的
に色々聞きました。

介護の労働であれば少しの時間で
も持ち上げて腰痛になったとか、親
のところへ通う時に交通事故になっ
たら事故の補償をするとか、労働災
害としてきちんと介護労働を認めて
いるのです。ただ、実際に、どのよ
うに認めて何人位が給付されている
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のかということを調べたのですが、きちんとした統計が見つからないのです。一般の障害
と一緒になって認められているので、別の統計は無いとか、あまりきちんと宣伝していな
いようなのです。それでだいたい２パーセント位という推定がインタビューで出たりしま
した。

ただ、その後、労災のパンフレットがつい去年出来てきまして、ポスターに表紙をはり
つけました。そういう制度があってもあまり知られていないのを、やっとこれから宣伝す
るという方向へ行ったようです。理念はあるけれども、効果が本当にどの程度出ているか
は、もう少し調べないと分からないというところです。

【ポスター -7】
レビューで、ドイツの現金給付が

どのような方にされているかをみた
のですが、やはりドイツでも低所得
者が現金給付の恩恵を受けていて、
高所得者は現物を利用して、その間
就労に行っている。それはオポチュ
ニティ・コストの関係だと思うので
すが、まあ、低所得者対策になって
いる。

【ポスター -8】
チリでの現金給付のパイロット研

究はなかなか見つからなかったので
すけれども、一つ政府がやっている
のが見つかりました。やはりこれも、
非常に効果はあったのですが、ほと
んど対象になったのは低所得者で
す。低所得者を対象にしたパイロッ
ト研究で、小学校を卒業していない、
56％が就労していない実の娘が介護
をしているのですが、そういう人た
ちには効果があったということが分
かりました。

【ポスター -9】
まとめとしては、日本は介護者に対してのきちんとした議論をまだしていないので、そ

れは絶対必要であるということ。
ドイツなどは労働として認めている。
日本はどうするか。デイサービスやショートステイが普及して、その時間が出来たのは

確かなので、その時間を使うなり、もっとその時間が有効に介護者に使えるような、職
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業訓練であるとか、ワークライフバ
ランスを保てるような就労形態の議
論が必要である。日本の介護休暇が
もっと使えないといけないと思うの
ですが、ほとんど大企業だけしかで
きていない状況もありますので、そ
の辺を両方見ていく必要がある。

現金給付については、色々な議論
があったので、今までのこの研究の
経過を経てみると、すぐに導入とい
うのはちょっと難しいかなという気
もしています。このへんのバランス
を取りながら考える。

途上国も同じ課題を抱えていて、介護者をどうするか。でもそこは移民がいるかどうか
でもまず違うということも分かりまして、移民がいるかどうかとか、介護サービスがどの
程度整っているかとか、文化的なもの、それから女性の労働の地位とか、その辺を色々考
えて、それぞれの国が作っていく必要がある。

ただ、何らかのことを考えなければいけないということは一番明らかになったことで、
具体的なところからやっていきたいという提言で終わらせていただきます。

質疑応答

　会場：　現金給付の話もあるとは思うのですけれども、労働という面で、時間が余った
分を他の産業の雇用にするのがいいのか、それとも介護者支援も含めて、家族介
護というものを労働力として取り込むというのは、先生としてはいかがでしょう
か？

　田宮：　欲張りな答ですけれども、両方だと思います。というのは、就労の機会という
のはそれほど無いわけで、高学歴ですぐに職業につけるような女性と、なかなか
難しい場合と両方あります。職業訓練なり、それなりにちゃんと就ける女性はそ
ちらをエンカレッジして、そこの介護休暇等も充実させる。ただやはり他の職業
はどうしても難しいという方もおられますので、その場合はやはり今まで家族介
護をしてきたという自信とその経験をもとに、介護の分野で働いていただく。こ
の両方かなと思われます。
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